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１ 目 的  

  本実施計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に 

基づき、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの生活排水の処理に関する実施 

計画を定めるものである。 

２ 計画区域 

  三島市全域 ６２．０２㎢  

３ し尿・浄化槽汚泥の排出状況 表１のとおり  

表１ 

区   分  令和３年度実績（ｋｌ） 令和４年度実績（ｋｌ） 

し   尿  ２９７．０１ ２９０．２８ 

浄化槽汚泥  １１，６７８．８５ １２，３７７．８２ 

合   計  １１，９８４．８６ １２，６８８．１０ 

４ 一般廃棄物の処理主体 表２のとおり 

表２ 

区   分  収集運搬 中間処理 最終処分 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

事業所 三島市衛生プラント  事業所 三島市清掃センター  

し   尿  許可業者 三島市 

委 託 

好気性消化処理 三島市 

直 営 

埋  立 

浄化槽汚泥  固液分離処理、焼却 

収集運搬許可業者 
伊豆総業株式会社 

有限会社中央衛生社 

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ運転管理 

受託者 

伊豆総業株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 令和４年度生活排水処理実績 

⑴  生活排水処理区別人口 表３（令和５年３月３１日現在）、表４（令和４年９月３ 

０日現在）のとおり 

表３（令和５年３月３１日現在） 行政人口１０６，７４０人 

区分 
水洗化推進計画区域 
(令和４年度末区域) 

処理人口 
（令和４年度末区域内人口）  

水洗化 

公共下水道  公共下水道事業計画区域 
（公共下水道水洗化区域）  

   ９６，２９８   
（８４，２１６） 

合併浄化槽  
（個別） 

公共下水道事業計画区域外 
（個別合併浄化槽水洗化区域） 

７，６５４    
（８，５９７） 

合併浄化槽  
（集中） 

公共下水道事業計画区域外 
（集中合併浄化槽水洗化区域）  

２，７８８  
（２，７８８） 

  小計 
水洗化推進計画区域 

(水洗化済区域) 
１０６，７４０  

（  ９５，６０１） 

未水洗化 

単独浄化槽  （単独浄化槽未水洗化区域） 
－    

（１０，９５３） 

汲み取り （汲取未水洗化区域） 
－    
（１８６）  

  小計 (未水洗化区域) 
－    

（１１，１３９） 

計  
１０６，７４０  

（１０６，７４０） 

表４（令和４年９月３０日現在） 行政人口１０７，４６６人 

月 
水洗化推進計画区域 

(令和４年９月末区域) 
処理人口 

（令和４年９月末区域内人口） 

水洗化 

公共下水道  公共下水道事業計画区域 
（公共下水道水洗化区域）  

   ９６，９６１   
（８４，５８５） 

合併浄化槽  
（個別） 

公共下水道事業計画区域外 
（個別合併浄化槽水洗化区域） 

７，６５８    
（８，３４６） 

合併浄化槽  
（集中） 

公共下水道事業計画区域外 
（集中合併浄化槽水洗化区域）  

２，８４７  
（２，８４７） 

  小計 
水洗化推進計画区域 

(水洗化済区域) 
１０７，４６６  

（  ９５，７７８） 

未水洗化 

単独浄化槽  （単独浄化槽未水洗化区域） 
－    

（１１，４８９） 

汲み取り （汲取未水洗化区域） 
－    
（１９９）  

  小計 (未水洗化区域) 
－    

（１１，６８８） 

計  
１０７，４６６  

（１０７，４６６） 

 

 



⑵  し尿・浄化槽汚泥の計画量  

   令和５年度の三島市衛生プラントへのし尿・浄化槽汚泥搬入量及び計画人口は、公

共下水道への水洗化等を考慮し、概ね令和４年度と同程度と想定できるため、表５の

とおりの数量とする。ただし、し尿については、工事等の予測不能な仮設トイレの使

用もあり３５０ｋｌとする。  

表５ 

区   分  令和５年度（予定） 

汚泥搬入量（ｋｌ） 計画人口（人） 

し   尿  ３００ ２００ 

浄化槽汚泥  １２，３００ ２３，３００ 

合   計  １２，６００ ２３，５００ 

 

６ 生活排水適正処理推進計画  

  生活排水の適正な処理を進め、一般廃棄物の削減並びに環境負荷の削減を図るため、 

以下の施策を推進する。 

⑴ 公共下水道の推進並びに公共下水道接続の促進 

   公共下水道事業計画区域に対し、公共下水道の整備を推進する。並びに、公共下水 

道処理区域内で単独浄化槽あるいは汲み取り便所を使用している世帯の下水道接続を

促進する。  

⑵ 合併浄化槽設置の促進 

   公共下水道事業計画区域及び集中処理浄化槽の使用区域を除く区域を対象に、生活 

排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対 

し、設置費の一部を助成する。  

⑶ 下水道接続区域外のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬計画 

   有限会社中央衛生社及び伊豆総業株式会社の許可業者２社で、一般廃棄物（し尿・

浄化槽汚泥）を収集・運搬を適正に実施する。 

   なお、令和５年度の予定数量等は表６のとおりとする。 

表６ 

区分 し尿 浄化槽汚泥  

収集主体 許可業者（２社） 

収集・運搬量（ｋｌ)  ３００ １２，３００ 

収集区域 市内全域 

収集回数 定期・随時  

収集の方法  戸別収集方式 

搬入場所 三島市衛生プラント 



７ し尿処理施設の実施計画  

⑴ し尿処理施設の適正な維持管計画 

   生活排水の安定的処理を確保するため、し尿、浄化槽汚泥に係るし尿処理施設及び 

最終処分場の各施設を適切に維持管理し、し尿（生し尿、浄化槽汚泥）を適正に処理 

するものとする。なお、衛生プラントの長寿命化を図るため、平成２８年度末に策定 

した三島市衛生プラント改築基本計画に基づき、整備事業を推進する。 

⑵ 中間処理計画 

   三島市衛生プラントの一次処理工程を受入から前処理まで、二次処理工程を前処理

後から脱水まで、三次処理工程を脱水後から焼却までとし、計画する。なお、共通事

項は、表７のとおりとする。  

  ① 一次処理工程（受入から前処理まで） 

    搬入されるし尿及び浄化槽汚泥に含まれる衣類・ビニール類等や砂等を除去する 

工程で、除去された衣類・ビニール類の燃えるものについては、平成３０年度まで

は、三次処理工程の焼却設備で焼却してきたが、平成３０年度にその焼却設備を休

止したため、前処理しさとして、三島市清掃センターへゴミとして搬出する。  

また、汚泥混じりの砂については、前処理汚泥として、汚泥の一般廃棄物処分許

可を有している民間の事業者へ外部委託する。詳細は、表８のとおりとする。 

  ② 二次処理工程（前処理後から脱水まで）  

    二次処理工程では、し尿については好気性消化処理し、浄化槽汚泥について汚泥 

脱水機により、固形分離処理し、脱水汚泥を生成する。その後、後段の三次工程の 

汚泥焼却は、休止のため、汚泥の一般廃棄物処分許可を有している民間の事業者へ

外部委託する。なお、処理の安定性を維持するため、民間の処分業者２社と契約し

ている。詳細は、表９のとおりとする。 

  ③ 三次処理工程の休止  

    汚泥焼却設備は、令和元年度から完全休止している。また、休止のための廃掃法、 

大防法等、消防法等の法的手続きは、平成３０年度末に完了済みである。詳細は、 

表１０のとおりとする。 

表７ 共通事項 

区分 し尿 浄化槽汚泥  

施設名           三島市衛生プラント 

所在地           三島市北沢４８－１ 

受託者 伊豆総業株式会社 

処理能力 ２２ｋｌ/日 ５１ｋｌ/日 

処理計画量  ３００ｋｌ /年 １２，３００ｋｌ/年 

 

 



表８ 一次処理工程（受入から前処理まで） 

区分 し尿 浄化槽汚泥  

処理方式 
し渣：ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ＋し渣脱水機 

沈砂：沈砂除去装置 

し渣：ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ＋し渣脱水機 

沈砂：沈砂除去装置 

中間生成物  
前処理し渣 １０．０ｔ 

前処理汚泥  ３．２ｔ 

三次処理工程分 
前処理し渣    ０ｔ 

前処理汚泥    ０ｔ 

残渣外部搬出分 前処理し渣 １０．０ｔ（三島市清掃センター）  

前処理汚泥  ３．２ｔ（株式会社 ミダック）  

表９ 二次処理工程（前処理後から脱水まで） 

区分 し尿 浄化槽汚泥  

処理方式 好気性消化処理 固液分離処理 

中間生成物  脱水汚泥 ５７２．０ｔ 

三次処理工程分          ０ｔ 

残渣外部搬出分 
脱水汚泥 ５７２．０ｔ 

（株式会社ミダック５０７．０ｔ,株式会社エコ計画６５．０ｔ）  

表１０ 三次処理工程（脱水汚泥焼却） 

区分               し渣・脱水汚泥 

処理方式 焼却処理 

処理能力 ９８３ｋｇ /Ｈｒ 

処理計画量  
し渣   ０ｔ  

脱水汚泥 ０ｔ 

残渣 焼却灰  ０ｔ 

残渣搬出先  三島市清掃センター 

⑶ 場外部中間処分 

  場外中間処分について、表１１～１２のとおりとする。 

表１１ 三島市清掃センター焼却処分及び最終処分 

区分 ゴミ焼却施設 

一般廃棄物の種類と数量 前処理し渣 １０．０ｔ 

施設名 三島市清掃センター 

所在地 三島市字賀茂之洞４７０３他  

処理方式 焼却 

中間生成物  焼却灰 １．０ｔ 

最終処分 埋立て １．０ｔ 



表１２ 外部中間処理（県内処分）  令和４年１２月１９日契約済 

区分 焼却施設 

一般廃棄物の種類と数量 脱水汚泥  ５０７．０ｔ 

前処理汚泥   ３．２ｔ 

 計    ５１０．２ｔ 

処理業者 株式会社ミダック 

施設所在地  静岡県富士宮市山宮３５０７番地の２０ 

処理方式 焼却処理 

処理能力 １３２t／日 

処理期間 令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

残渣の種類と数量 焼却灰 ２０．０ｔ 

残渣処分先  ツネイシカムテックス株式会社  

表１３ 外部中間処理（県外処分）  令和４年１２月１９日契約済 

区分 焼成造粒 

一般廃棄物の種類と数量 脱水汚泥   ６５．０ｔ 

処理業者 株式会社エコ計画 

施設所在地  埼玉県大里郡寄居町三ヶ山２６２ 

処理方式 焼却処理 

処理能力 ６５．８t／日 

処理期間 令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

残渣の種類と数量 焼却灰   ６．０ｔ 

残渣処分先  ツネイシカムテックス株式会社  

⑷ リサイクル中間処分は、表１４のとおりとする。 

表１４ 外部委託中間処理分の最終中間処理（リサイクル） 

区分 焼却施設 

処理業者 株式会社 エコ計画 

一般廃棄物の種類と数量 

焼却灰 ２０．０ｔ（株式会社ミダック分） 

焼却灰  ６．０ｔ（株式会社エコ計画分） 

 計  ２６．０ｔ 

施設所在地  埼玉県大里郡寄居町三ヶ山２５０番地１ 

処理方式 リサイクル 焼却（焼成）・造粒 

処理能力 ２８８t／日 

処理期間 令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

リサイクル製品 人工砂 

                                      


